
 

税関外郵出張所からはがきが送られてきた方へ 

 

◆ 外国から日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸

入する場合、食品衛生法に基づく輸入届出が必要となります。 

  
 

 
 

◆ 食品等輸入届出書のはがきに記載されている①から⑨を記入し、届出書の

他の記載事項を記入して届出して下さい。  →  食品等輸入届出書の記            

載方法と記入例参照  
 

① 食品等輸入届出書の到着年月日・搬入年月日の欄に記載して下さい。 

② 食品等輸入届出書の製造者名、住所の欄に記載して下さい。（製造者が差出人の場合） 

③ 食品等輸入届出書の生産国の欄に記載して下さい。 

④ 食品等輸入届出書の積込数量の欄に記載して下さい。 

⑤ 食品等輸入届出書の貨物の記号及び番号の欄に記載して下さい。 

⑥ 食品等輸入届出書の輸入者氏名の欄に記載して下さい。 

⑦ 食品等輸入届出書の輸入者住所の欄に記載して下さい。 

⑧ 食品等輸入届出書の保管倉庫の欄に記載して下さい。 

⑨ 食品等輸入届出書の備考欄に 通知番号：○○○ と記載して下さい。 

 

※積込重量については、税関外郵出張所へ確認して下さい。 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

◆郵送にて届出を行う場合  

 

 

 
 

 
送付用封筒（税関外郵出張所

の宛名を書き、切手を貼った封

筒） 

 

※ 輸入者宛の封筒でもかまいま  

せんが、その場合、返却した届 

出書をご自身で税関外郵出張 

所へ送付してください。 

  

 

税関外郵出張所から来た葉書

のコピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品等輸入届出書２枚（必要事項を記入

した書類〔印鑑（丸印）を押した書類〕） 

→食品等輸入届出書の記載方法と記入 

例参照 

 

上記の書類を用意して、那覇検疫所食品監視課（〒９００－０００１ 那覇市港町２－１１－１ 那

覇港湾合同庁舎２Ｆ）まで郵送して下さい。 

審査や検査の結果、問題がないと判断されたものについては、食品等輸入届出書１枚（届出済

印を押印したもの）を送付用封筒に入れ発送いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


